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宇 美 町 商 工 会 

会  長  合屋 昭輝 

                                     （公 印 省 略） 

 

宇美町商工会プレミアム商品券（デジタル地域商品券）の 

取扱店参加（加盟店登録）ご案内 

 

時下、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。平素より、商工会事業にご理解ご協力いただき厚

く御礼申し上げます。 

この度、個人消費を喚起し、デジタル化推進により物価高騰の影響を受けた商店街をはじめとした

地域経済の活性化を図ることを目的に標記、商品券事業を下記要領にて実施いたします。 

なお、プレミアム率は 20％とし、発行総額１億 6千 8百万円とすることにより、商品券を購入さ

れた消費者の皆さんが、業種に関係なく宇美町内の多くの事業所で利用されることを期待しています。 

また、このデジタル地域商品券の流通が地域の活性化や物価高騰により落ち込んでいる消費の起爆

剤となり、地域消費者の方々にも喜んでいただけることを願っております。 

宇美町商工会地区独自の地域通貨としての商品券事業に格別のご理解ご協力を賜り、商品券取り扱

い事業所として参加して頂きますよう、宜しくお願い申し上げます。 

 

【商 品 券 取 扱 い 要 領】 

■商 品 券 内 容 PayPay電子商品券（宇美町商工会プレミアム商品券） 

■商 品 券 内 訳 １万円単位で１人当たり５万円まで購入可能       

A券 ６，０００円（全店舗共通券） 

B券 ６，０００円（店舗限定券）のセット 

           ※１０，０００ 円 で １２，０００ 円 分の商品券を発行します。 

■取扱い店の周知 町の広報誌と一緒のポスティング、商工会HP等にて周知します。 

■商品券の申込期間 令和7年7月1日（火）～ 令和7年7月18日（金）まで  

          抽選の上、当選者にはアプリでお知らせ 

■商品券の有効期間 令和7年8月1日（金）～ 令和7年12月31日（水）まで 

■商品券の換金方法 毎月末〆 翌々日振込（大型店は翌月末振込） 

 

■換 金 手 数 料 今回の商品券換金手数料は1.98％（税別）を上限に商工会で負担いたします。 

          （1.98％に満たない手数料率の場合、その料率分を負担いたします） 

 



 

 

■販 促 物 等 商品券取扱い事業所は、後日PayPayから送付予定の「商品券取扱店」の

“のぼり旗”“A4ポスター”を使用してください。 

 

■商品券を利用出来ないもの たばこ・切手・はがき・ギフト券・宝クジ・印紙・公共料金・税金及び保険診

療の支払等については商品券を利用出来ません。また、商品券を景品として頒

布することも出来ません。 

 

■取り扱い事業所参加条件  参加申し込みは商工会会員のみとします。 

 

   

申込をされる事業所は、商工会へFAX又は持参にて申し込みをお願いします。 

申込締切日 4月 28日（月）１７時まで 

（宇美町商工会 TEL９３２－０４４３・ＦＡＸ９３２－７５６３） 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐このまま Ｆ Ａ Ｘして 下さい ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

宇美町商工会プレミアム商品券（デジタル地域商品券）取り扱い事業所参加申込書 

当事業所は、宇美町商工会プレミアム付き地域商品券発行事業（デジタル地域商品券）に賛同し、 

商品券取り扱い事業所として参加（加盟登録）いたします。 

 

事 業 所 名                    ★業 種              

                          ※業種は必ずご記入願います 

氏   名                      （小売業・飲食業・サービス業・建築業等） 

 

住   所                                       

                          

T  E  L                 F  A  X                       

★ 加盟店名と電話番号をチラシに印刷しますので間違いないよう、お願いします。 

★ 申込みいただいた事業所には後日PayPay㈱から案内があります。 


